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記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書 

 

1-2-5 

主な履行内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象設計項目 建物（施設）名 
延床面積 

[㎡] 
数量 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

トールゲート棟 168.976 2 棟 

料金機械室棟（西側） 70.013 1 棟 

料金機械室棟（東側） 46.048 1 棟 

交通管理隊詰所棟 43.13 1 棟 

国道 296 号 IC 

トールゲート棟 168.976 2 棟 

料金機械室棟（西側） 59.648 1 棟 

料金機械室棟（東側） 70.013 1 棟 

芝山 TN 電気室棟 102.5 1 棟 

松尾横芝 IC 電気室棟 40.0 1 棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象設計項目 建物（施設）名 
延床面積 

[㎡] 
数量 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

トールゲート棟（東側） 168 1 棟 

トールゲート棟（西側） 168 1 棟 

料金機械室棟（東側） 46 1 棟 

料金機械室棟（西側） 70 1 棟 

交通管理隊詰所棟（東側） 43 1 棟 

国道 296 号 IC 

トールゲート棟（東側） 168 1 棟 

トールゲート棟（西側） 168 1 棟 

料金機械室棟（東側） 70 1 棟 

料金機械室棟（西側） 46 1 棟 

芝山 TN 電気室棟 90 1 棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-10 

設計打合せ及

び現地調査 

 

 

 

 

 

 

 

1-13-7 

透視図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-2 

設計概要 

 

 

項目 回数 場所 人員 備考 

現地調査 
１回

以上 

現場及び 

千葉工事

事務所 

２人

以上 

当初打合せと

兼ねることが

できる 

中間打合せ 
３回

以上 

千葉工事

事務所 

２人

以上 
 

最終打合せ ２回 
千葉工事

事務所 

２人

以上 

業務内容確認検

査・完了検査 

 

 

場所 
透視図 

の種別 

作成 

数量 

提出 

部数 

原図の 

大きさ 

原図の 

仕上げ 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

（西側） 

鳥瞰図 

又は 

アイレベル 

1 

各 1 部 A3 着色 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

（東側） 

1 

国道 296 号 IC 

（西側） 
1 

国道 296 号 IC 

（東側） 
1 

芝山 TN 1 

 

 

設計対象施設は本特記仕様書 1-2-5「主な履行内容」によるものとす

る。なお、計画交通量については、別途指示するものとする。 

（1）設計区間前後を含めた路線概要、将来に及ぶ供用の展開、交通量

項目 回数 場所 人員 備考 

現地調査 
１回

以上 

現場及び 

千葉工事

事務所 

２人

以上 

当初打合せと

兼ねることが

できる 

中間打合せ 
３回

以上 

千葉工事

事務所 

２人

以上 
 

最終打合せ １回 
千葉工事

事務所 

２人

以上 

業務内容確認 

検査を含む 

 

 

場所 
透視図 

の種別 

作成 

数量 

提出 

部数 

原図の 

大きさ 

原図の 

仕上げ 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

（東側） 

鳥瞰図 

1 

各 1 部 A3 着色 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

（西側） 

1 

国道 296 号 IC 

（東側） 
1 

国道 296 号 IC 

（西側） 
1 

 

 

 

設計対象施設は本特記仕様書 1-2-5「主な履行内容」によるものとす

る。 

（1）設計区間前後を含めた路線概要、将来に及ぶ供用の展開等につ



2-1-3 

設計一般 

 

 

 

 

2-4-1 

一般業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の推移等については打合せ時に監督員より提示を行う。設計にあたって

は、提示内容を考慮し、経済性及び維持管理性に配慮した設計を行うも

のとする。また、関係法令や道路構造に加え、道路走行景観や沿線から

の外景観についても十分配慮して設計を行うものとする。 

 

 

一般業務の内容及び範囲は、施設工事調査等積算基準 第 2 編第 1 章

4-1(1)(ﾛ)「実施設計に関する一般業務」の他以下によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては打合せ時に監督員より提示を行う。設計にあたっては、提示内

容を考慮し、経済性及び維持管理性に配慮した設計を行うものとす

る。また、関係法令や道路構造に加え、道路走行景観や沿線からの外

景観についても十分配慮して設計を行うものとする。 

 

 

一般業務の内容は下表のとおりとする。 

 

項目 業務内容 

(1)要求等の

確認 

(ⅰ) 建築

主の要求

等の確認 

実施設計に先立ち又は実施設計期間中、

建築主の要求等を再確認し、必要に応

じ、設計条件の修正を行う。 

(ⅱ) 設計

条件の変

更等の場

合の協議 

基本設計の段階以降の状況の変化によ

って、建築主の要求等に変化がある場

合、施設の機能、規模、予算等基本的条

件に変更が生じる場合、又はすでに設定

した設計条件を変更する必要がある場

合においては、建築主と協議する。 

(2)法令上の

諸 条 件 の

調 査 及 び

関 係 機 関

と の 打 合

せ 

(ⅰ) 法令

上の諸条

件の調査 

建築物の建築に関する法令及び条例上

の制約条件について、基本設計の内容に

即した詳細な調査を行う。 

(ⅱ) 建築

確認申請

に係る関

係機関と

の打合せ 

実施設計に必要な範囲で、建築確認申請

を行うために必要な事項について関係

機関と事前に打合せを行う。 

(3)実施設計

方 針 の 策

定 

(ⅰ) 総合

検討 

基本設計に基づき、意匠、構造及び設備

の各要素について検討し、必要に応じて

業務体制、業務工程等を変更する。 

(ⅱ) 実施

設計のた

めの基本

事項の確

定 

基本設計の段階以降に検討された事項

のうち、建築主と協議して合意に達して

おく必要のあるもの及び検討作業の結

果、基本設計の内容に修正を加える必要

があるものを整理し、実施設計のための



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象設計項目 建物（施設）名 
対象業務 

総合 構造 設備 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

トールゲート棟（西側） ○ ○ ○ 

トールゲート棟（東側）  ○ ○ 

料金機械室棟（西側） ○ ○ ○ 

料金機械室棟（東側）  ○ ○ 

基本事項を確定する。 

(ⅲ) 実施

設計方針

の策定及

び建築主

への説明 

総合検討の結果及び確定された基本事

項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建

築主に説明する。 

(4)実施設計

図 書 の 作

成 

(ⅰ) 実施

設計図書

の作成 

実施設計方針に基づき、建築主と協議の

うえ、技術的な検討、予算との整合の検

討等を行い、実施設計図書を作成する。

なお、実施設計図書においては、工事施

工者が施工すべき建築物及びその細部

の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機

器等の種別、品質及び特に指定する必要

のある施工に関する情報（工法、工事監

理の方法、施工管理の方法等）を具体的

に表現する。 

(ⅱ) 建築

確認申請

図書の作

成 

関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、

実施設計に基づき、必要な建築確認申請

図書の作成、指摘事項への対応（質疑応

答、書類の修正等）を行う。 

(5)概算工事

費の検討 

実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実

施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概

算し、工事費概算書を作成する。 

(6)実施設計

内 容 の 建

築 主 へ の

説明等 

実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容

や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意

向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した

時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築

主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説

明を行う。 

また、一般業務の範囲は下表のとおりとする。 

対象設計項目 建物（施設）名 
対象業務 

総合 構造 設備 

成田小見川 

鹿島港線 IC 

トールゲート棟（東側） 
○ 

○ ○ 

トールゲート棟（西側） ○ ○ 

料金機械室棟（東側） ○ ○ ○ 

料金機械室棟（西側） ○ ○ ○ 
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追加業務 

 

 

 

 

 

2-6-5  

仮設計画図 

 

 

2-6-7 

屋外給排水設

備 

 

 

 

 

 

交通管理隊詰所棟 ○ ○ ○ 

国道 296 号 IC 

トールゲート棟（西側） ○ ○ ○ 

トールゲート棟（東側）  ○ ○ 

料金機械室棟（西側）  ○ ○ 

料金機械室棟（東側） ○ ○ ○ 

芝山 TN 電気室棟 ○ ○ ○ 

松尾横芝 IC 料金機械室棟 ○ ○ ○ 

 

 

 

 

② 建築確認申請（建築基準関係規定（みなし規定を含む）等に係る 

法令・条例に関する許認可等を含む）に関する手続及びこれに付随す 

る詳細協議（関係機関との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項

への対応（質疑応答、書類の修正等）等は一般業務に含まれる） 

③ 透視図の作成（鳥瞰図又はアイレベル） 

 

 

設計する建物等の工事を施工するにあたり、監督員の指示により当該仮

設計画図も併せて作成するものとする。 

 

 

屋外給排水設備の設計にあたっては、上記と同様に関連する設計との 

整合を図るとともに、上下水道事業者、水路等管理者及び監督員と十 

分に打合せを行い、給水等の引込み位置、排水の放流位置について確 

認したうえで、各建物等の計画地盤高さ、敷地勾配等を考慮した設計 

を行うものとする。 

 

 

 

交通管理隊詰所棟（東側） ○ ○ ○ 

国道 296 号 IC 

トールゲート棟（東側） 
○ 

○ ○ 

トールゲート棟（西側） ○ ○ 

料金機械室棟（東側） ○ ○ ○ 

料金機械室棟（西側） ○ ○ ○ 

芝山 TN 電気室棟 ○ ○ ○ 

 

※トールゲート棟の「総合」については東側・西側を共通の設計とす

る。 

 

 

② 建築確認申請（建築基準関係規定（みなし規定を含む）等に係る

法令・条例に関する許認可等を含む）に関する手続及びこれに付随す

る詳細協議 

 

③ 透視図の作成（鳥瞰図） 

 

 

（削除） 

 

 

 

屋外給排水設備の設計にあたっては、上記と同様に関連する設計との

整合を図るとともに、上下水道事業者、水路等管理者及び監督員と十

分に打合せを行い、給水等の引込み位置、井戸水の汲上位置、排水の

放流位置について確認したうえで、各建物等の計画地盤高さ、敷地勾

配等を考慮した設計を行うものとし、詳細は監督員と協議を行うもの

とする。 
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細部に関する

事項 

2-6-6 屋外電気設備設計 

 

2-6-7 屋外給排水設備設計 

 

2-6-8 埋設物等 

 

2-6-9 色彩計画 

 

2-6-10 環境に配慮した計画 

 

2-6-11 見積収集 

2-6-5 屋外電気設備設計 

 

2-6-6 屋外給排水設備設計 

 

2-6-7 埋設物等 

 

2-6-8 色彩計画 

 

2-6-9 環境に配慮した計画 

 

2-6-10 見積収集 


